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第３回定例会で決まったこと

　

第
３
回
定
例
会
は
、
９
月
７
日
か
ら
17
日
の
11
日
間
の
会
期
で
開
催
し
、
上
遠
野
町
長
か
ら
計
画
の
策

定
１
件
・
条
例
制
定
１
件
・
損
害
賠
償
額
の
決
定
及
び
和
解
23
件
・
補
正
予
算
７
件
・
決
算
認
定
７
件
が

上
程
さ
れ
ま
し
た
。
令
和
３
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
議
員
か
ら
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、

修
正
案
及
び
修
正
案
を
除
い
た
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
２
年
度
各
会
計
の
決
算
認
定
に
つ

い
て
は
、
最
終
日
に
上
遠
野
町
長
か
ら
議
案
撤
回
が
出
さ
れ
撤
回
許
可
を
し
ま
し
た
。

　

発
議
３
件
を
含
む
そ
の
他
議
案
に
つ
い
て
、
す
べ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

請
願
１
件
、
報
告
10
件
が
あ
り
ま
し
た
。

第３回
定例会

議
案
第
35
号

▽
城
里
町
過
疎
地
域
持
続
的
発

展
計
画
の
策
定
に
つ
い
て

（
茨
城
県
の
過
疎
地
域
持
続

的
発
展
方
針
に
基
づ
き
、
令

和
３
年
度
か
ら
令
和
７
年
度

ま
で
の
計
画
を
策
定
し
た
た

め
、
議
決
を
求
め
る
も
の
）

議
案
第
37
号
か
ら

　
　

議
案
第
59
号
ま
で

▽
損
害
賠
償
額
の
決
定
及
び
和

解
に
つ
い
て

議
案
第
37
号
（
令
和
３
年
５
月

23
日
、
石
塚
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
38
号
（
令
和
３
年
７
月

２
日
、
高
久
地
内
で
公
用
車

を
運
転
中
に
発
生
し
た
交
通

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
39
号
（
平
成
28
年
６
月

23
日
、
石
塚
地
内
で
公
用
車

を
運
転
中
に
発
生
し
た
交
通

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
40
号
（
平
成
28
年
６
月

23
日
、
那
珂
西
地
内
で
発
生

し
た
町
内
公
道
に
お
け
る
物

損
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
41
号
（
平
成
28
年
８
月

12
日
、
上
圷
地
内
で
公
用
車

を
運
転
中
に
発
生
し
た
交
通

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

計
画
の
策
定

可
　
決

条
例
制
定

損
害
賠
償
額
の
決
定
等

可
　
決

可
　
決

議
案
第
36
号

▽
城
里
町
過
疎
地
域
に
お
け
る

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て（
城
里
町
過
疎
地
域
持
続
的

発
展
計
画
に
定
め
る
産
業
振

興
促
進
地
域
に
お
い
て
、
計

画
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が

新
た
に
取
得
し
た
資
産
に
対

す
る
課
税
を
免
除
す
る
た
め

制
定
す
る
も
の
）

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
42
号
（
平
成
28
年
８
月

31
日
、
小
勝
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
43
号
（
平
成
28
年
９
月

21
日
、
石
塚
地
内
で
公
用
車

を
運
転
中
に
発
生
し
た
交
通

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
44
号
（
平
成
28
年
11
月

５
日
、
石
塚
地
内
で
公
用
車

を
運
転
中
に
発
生
し
た
交
通
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事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
45
号
（
平
成
29
年
２
月

10
日
、
高
久
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
46
号
（
平
成
29
年
２
月

24
日
、
塩
子
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
47
号
（
平
成
29
年
３
月

３
日
、
徳
蔵
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
48
号
（
平
成
29
年
９
月

８
日
、
下
圷
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
49
号
（
平
成
29
年
９
月

14
日
、
上
青
山
地
内
で
公
用

車
を
運
転
中
に
発
生
し
た
交

通
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
50
号
（
平
成
30
年
３
月

17
日
、
上
青
山
地
内
で
発
生

し
た
町
内
公
道
に
お
け
る
物

損
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
51
号
（
平
成
30
年
４
月

27
日
に
発
生
し
た
石
塚
小
学

校
敷
地
草
刈
り
作
業
時
の
事

故
に
よ
る
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
52
号
（
平
成
30
年
９
月

21
日
、
上
入
野
地
内
で
公
用

車
を
運
転
中
に
発
生
し
た
交

通
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
53
号
（
平
成
30
年
10
月

２
日
、
御
前
山
地
内
で
公
用

車
を
運
転
中
に
発
生
し
た
交

通
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
54
号
（
平
成
31
年
３
月

１
日
、
阿
波
山
地
内
で
発
生

し
た
町
内
公
道
に
お
け
る
物

損
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
55
号
（
令
和
元
年
８
月

26
日
、
下
古
内
地
内
で
発
生

し
た
町
内
公
道
に
お
け
る
物

損
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
56
号
（
令
和
元
年
11
月

29
日
、
阿
波
山
地
内
で
発
生

し
た
町
内
公
道
に
お
け
る
物

損
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
57
号
（
令
和
元
年
12
月

17
日
、
下
古
内
地
内
で
公
用

車
を
運
転
中
に
発
生
し
た
交

通
事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決

定
し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ

い
て
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
）

議
案
第
58
号
（
令
和
２
年
３
月

10
日
、
高
久
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

議
案
第
59
号
（
令
和
３
年
２
月

27
日
、
小
勝
地
内
で
発
生
し

た
町
内
公
道
に
お
け
る
物
損

事
故
の
損
害
賠
償
額
を
決
定

し
、
和
解
す
る
こ
と
に
つ
い

て
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
）

城里町議会の本会議を
　　　　　　見てみませんか
城里町議会の本会議を
　　　　　　見てみませんか
城里町議会では、本会議の録画した映像データを
You Tube で配信しています。
城里町公式ホームページ　トップページから

をクリック議会事務局

議会録画映像

をクリック議会事務局

議会生中継

また、本会議の生中継配信を始めました。
会期中のみ、ご覧いただけます。

⇒　　　　　　　　　　をクリック

⇒　　　　　　　　　　をクリック
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議
案
第
60
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

対
す
る
修
正
案

（
７
名
の
議
員
よ
り
修
正
案

が
提
出
さ
れ
、
可
決
）

修
正
の
内
容

・
お
ひ
さ
ま
学
童
ク
ラ
ブ
の
施

設
整
備
工
事
及
び
工
事
管
理

費
５
，
１
０
６
万
２
千
円
を

削
除

・
道
の
駅
か
つ
ら
移
転
候
補
地

の
測
量
、
補
償
調
査
費
と
不

動
産
鑑
定
費
１
，
０
２
１
万 

６
千
円
を
削
除

修
正
の
理
由

議
案
第
60
号

　
　
（
修
正
部
分
を
除
く
）

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
に

つ
い
て

追
加
補
正
額

３
億
６
，
９
２
４
万
６
千
円

予
算
総
額

１
０
５
億
９
，
６
４
２
万
１
千
円

議
案
第
61
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）に
つ
い
て

（
事
業
勘
定
）

追
加
補
正
額

３
，
６
０
７
万
１
千
円

・
前
年
度
繰
越
金
の
確
定
に
よ

る
準
備
基
金
積
立
金

予
算
総
額

２
３
億
５
，
１
０
４
万
３
千
円

（
施
設
勘
定
）

追
加
補
正
額

４
８
５
万
９
千
円

・
沢
山
診
療
所
の
空
調
設
備
更

新
工
事

・
沢
山
診
療
所
の
医
療
用
機
械

器
具
購
入

予
算
総
額２

億
４
，
３
７
８
万
円

議
案
第
62
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
１
号
）に
つ
い
て

追
加
補
正
額

２
５
万
９
千
円

・
保
険
料
の
還
付
金

予
算
総
額

２
億
５
，
３
３
４
万
４
千
円

議
案
第
63
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第

２
号
）に
つ
い
て

（
保
険
事
業
勘
定
）

追
加
補
正
額

５
，
９
７
０
万
１
千
円

・
会
計
年
度
任
用
職
員
雇
用

・
前
年
度
繰
越
金
の
確
定
に
よ

る
準
備
基
金
へ
の
積
立
金

予
算
総
額

２
５
億
６
４
９
万
円

（
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
定
）

追
加
補
正
額

１
７
６
万
９
千
円

・
国
県
等
介
護
給
付
費
負
担
金

返
還
金

予
算
総
額

６
１
８
万
６
千
円

議
案
第
64
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
公
共
下

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
１
号
）に
つ
い
て

追
加
補
正
額

１
，
４
６
４
万
２
千
円

・
公
共
桝
新
設
事
業

予
算
総
額

９
億
６
，
６
５
８
万
２
千
円

議
案
第
65
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
農
業
集

落
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
１
号
）に
つ
い
て

追
加
補
正
額

１
６
５
万
円

・
滞
留
管
解
消
事
業

予
算
総
額３

億
６
６
５
万
４
千
円

議
案
第
66
号

▽
令
和
３
年
度
城
里
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

に
つ
い
て

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
に

お
い
て
、
既
決
予
定
額
に
変

更
は
な
く
、
収
益
的
支
出
の

特
別
損
出
を
追
加
し
、
営
業

費
用
を
減
額
す
る
も
の
）

補
正
予
算

可
　
決

・
お
ひ
さ
ま
学
童
ク
ラ
ブ
は
、
設
計
の
入
札
前
で
あ
り
、
設

計
費
の
算
出
も
で
き
て
い
な
い
の
に
工
事
費
等
の
補
正
な

ど
考
え
ら
れ
ず
、
近
傍
に
石
塚
開
放
学
級
を
建
設
し
た
ば

か
り
で
、
こ
の
建
設
は
不
要
で
あ
る
。

・
道
の
駅
か
つ
ら
の
移
転
に
つ
い
て
は
、
検
討
委
員
会
で
移

転
候
補
地
の
審
議
中
で
あ
り
、
今
の
段
階
で
の
予
算
取
り

は
不
要
で
あ
る
。

第３回定例会で決まったこと

　広報委員会で、鯉渕議員に反
対討論についての原稿依頼をし
ましたが、原稿未提出のため、
記事の掲載はありません。

反
対
討
論

鯉
渕　

秀
雄　

議
員



しろさと議会だより　№687
2021年11月

議
案
第
67
号
か
ら

　
　

議
案
第
73
号
ま
で

▽
令
和
２
年
度
城
里
町
一
般
会

計
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽
令
和
２
年
度
城
里
町
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健
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計
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算
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定
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▽
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療
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計
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認

定
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和
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度
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里
町
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保

険
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別
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計
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▽
令
和
２
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城
里
町
公
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下

水
道
事
業
特
別
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計
決
算
認

定
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て
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２
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城
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町
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業
集

落
排
水
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計
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令
和
２
年
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城
里
町
水
道
事

業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て

▽
教
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員
定
数
改
善
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義
務
教
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費
国
庫
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制
度
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持
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た
め
の
政
府
予
算
に
係
る
意

見
書
採
択
を
求
め
る
請
願

▽
教
職
員
定
数
改
善
と
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
制
度
堅
持
に

係
る
意
見
書

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・

内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣
・

総
務
大
臣
・
文
部
科
学
大
臣

へ
意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

▽
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
厳
し
い
財

政
状
況
に
対
処
し
地
方
税
財

源
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・

内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣
・

総
務
大
臣
・
経
済
産
業
大
臣
・

内
閣
官
房
長
官
・
経
済
再
生

担
当
大
臣
へ
意
見
書
を
提
出

し
ま
し
た
。
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「決算認定」の役割
　決算は、城里町に入ったお金（収入）や使ったお金（支出）の実績です。
　「決算認定」とは、議会が１年間の決算内容を確認し、確定することです。法律に適合して
いるか、計算は正しいか、使われ方は適正かなどを審査するだけでなく、過去の財政状況と比
較して問題点を指摘し、将来に反映させるなど大切な役割があります。

決算認定議案の取り下げの経緯
本会議最終日において、猿田正純議員より令和２年度の決算審査意見書の質疑がありました。
○　記載されている令和元年度決算額が、昨年認定を受けた額と違うが書き換えたのか。
○　意見書は監査委員の意見をつけて決算認定に付さなければならない書類である。
　　書き換えたことを監査委員は知っているのか。
○　昨年の決算認定後に、書き換えたのはなぜか。

上遠野町長は、猿田議員の質疑に何ら答弁すること無く書き換えを認め議
案を取り下げました。

第３回定例会で決まったこと

決
算
認
定

議
案
が
取
り
下
げ
ら
れ
ま
し
た

決算認定について議会の議決を経た後、修正することなどあり
えないこと。認定を受けた決算金額に異動が生じる場合、市町
村長は決算報告の内容を修正し、再び議会の認定に付すること
ができるとされているが、行われていなかった。


